
≪街灯補助金の変更点について≫

新設 改修・修理 電気料

・上限10万円（１基当たりの設置費用の

2/ 10以内）

・年度内３基まで

・上限10万円（修理費用の8/10以内）

・LEDへの交換は上限35万円

※ただし、改修・修理全体で上限35万円

・全額

・上限10万円（１基当たりの設置費用の

2/ 10以内）

・年度内２基まで

・上限８万円（修理費用の8/10以内）

・LEDへの交換は上限20万円

※ただし、改修・修理全体で上限20万円

・半額

・上限10万円（１基当たりの設置費用の

2/ 10以内）

・年度内１基まで

・上限５万円（修理費用の8/10以内）

・LEDへの交換は上限10万円

※ただし、改修・修理全体で上限10万円

・1/3

令和３年度

（これまで通り）

令和４年度

令和５年度

令和６年度 終了


